
倉吉市内事業者の皆様へ

申請/支援窓口：倉吉市商工観光課
〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253-1(市役所第２庁舎)
TEL ：0858-22-8129 FAX：0858-22-8136
Mail：shoukou@city.kurayoshi.lg.jp

〈対象者及び支援額〉

  

 

 対象になる方
  ア：その本店又は主たる事業所(店舗)が倉吉市内にある方
  イ：本社・本店が市内になくても、倉吉市内に勤務する従業員の数が全従業 
    員の数の２分の１以上又は100人以上であるもの

〈審  査〉令和４年１～９月までのいずれかのひと月の売上と過去３年の
      いずれかの年の同月の売上との比較で審査します。

〈業  種〉全業種 (業種、売上規模を問いません)

〈申請期間〉令和4年5月9日(月)～10月3１日(月)

ご不明な点はお電話ください

減少率 30%以上
20%以上
30%未満

15%以上
20%未満

個人 15万円 10万円 10万円

法人 30万円 20万円 20万円

支援型
一般支援型
(様式1号)

その他支援型
(様式2号)

がんばる事業者福高応援事業
～売上減少15%以上の方、新規創業された方への支援を追加しました～

減少率
売上減少15%未満(含：売上増)
R2.１月～R4.６月末迄に新規創業された方に限る

支援 個人10万円、法人20万円

支援型 新規創業者応援型(様式2号)

１事業者につき１回限り申請が可能(既に申請された方は申請出来ません)
　※30%未満での申請の後、30%以上となった場合は差額が申請できます



申請方法

  申請書提出先
　倉吉市商工観光課　　　　　　　　倉吉商工会議所
　〒682-8633倉吉市堺町2丁目253-1　　　　 　　〒682-0887倉吉市明治町1037-11

　(Eメール、郵送、窓口申請)　　　　　　　　　(窓口申請)

問合せ先：倉吉市商工観光課 市役所第２庁舎３階（堺町2丁目253-1）

     ☎：0858-22-8129 FAX：0858-22-8136
     ✉：shoukou@city.kurayoshi.lg.jp

 申請に必要な書類(申請期限：令和４年１０月３１日)

　①交付申請書（自署の場合は押印省略可）：市ＨＰから入手できます

　　※一般支援型(様式第１号)、その他支援型・新規創業者応援型(様式第２号)
　②振込先口座のわかる資料（通帳、キャッシュカードの写し等）

　③個人事業者の場合、公的な身分証明書の写し（運転免許証等）
　④売上の減少状況がわかる資料の写し

　　「対象月の売上台帳等の写し（令和４年）」及び

　　「売上を比較する年（令和３年、令和２年または令和元年）の確定申告書類の写し」等

　⑤開業届等、開業した年月日がわかる資料の写し(※新規創業者応援型の申請にのみ必要)

　　※審査に時間を要しますので、窓口申請の方は時間に余裕を持っておこしください。

　　※令和３年度に実施した倉吉版経営持続化支援事業交付金申請時に提出していただいた

　　　資料の併用も可能です。詳しくはご連絡ください。

　⑥倉吉市がんばる事業者福高応援事業費交付金審査票
　　わかる範囲で事前にご記入をいただきますと審査時間が短縮されますが、記入方法が

　　わからない場合は作成・提出不要です。また、当該審査票に税理士又は公認会計士の

　　確認がある場合、④売上減少状況がわかる書類の写しの添付を省略できます。

【NEW】経営者チャレンジアップ支援事業

【取組例】

　新分野展開 … オンラインサービス導入（ＥＣ通販、ホームページの立上げ）等

　事業再編　 … コンサル・中小企業診断士等により自社の事業を見直し再構築を図る取組み等

　事業承継　 … 第三者承継の他、事業承継・引継ぎを図るため専門機関等への委託の際に

　　　　　　　　生じる着手金、手付金その他の初期費用を支援。ただし、成功報酬は対象外

　予防対策　 … マスク・消毒液・感染拡大防止用の消耗品、新型コロナウイルス抗体検査キット　

　　　　　　　　を活用し、お客様へ自社の安心安全をＰＲする取組み

　
【支援】

　①新型コロナ対策支援型(旧ﾁｬﾚﾝｼﾞｱｯﾌﾟ)　：対象経費(税込)に対し補助率3/4、上限50万円/件
　②事業者連携支援型(旧倉吉版GoTo商店街)：対象経費(税込)に対し補助率3/4

　　→２者以上が連携する場合、１者あたり補助上限(10万円)×連携事業者数 ：上限50万円/件

　※予算に限りがありますのでお早めにご相談ください

【実施期間】

　交付決定を受けた日から令和５年１月31日までに完了をお願いします

市内において、ＥＣネット通販等の新分野への展開、事業再編、事業承継に取り組む事業者また

は自社努力による新型コロナウイルス感染症感染防止に向けた感染対策など、新しい生活様式の

中で経営改善の対策に取組む事業者を支援します。また本年度は新たに「２者以上の事業者が連

携し実施する集客イベント・消費喚起策の取組」についても支援します。


